
○新規制基準では、発電所から半径１６０km圏内の第四
紀火山※１を調査し、火砕流や火山灰の到達の可能性、
到達した場合の影響を評価することを要求。

〇検討対象火山（３９火山）について、過去の噴火履歴や
規模、影響範囲等を調査。

・発電所の運用期間中に想定される噴火規模 、
敷地との位置関係等から、火砕流、溶岩流等
が敷地に到達することはない。

・火山灰についても敷地において想定される厚
さは薄く、発電所への影響は十分小さい。

〇カルデラ※２については、破局的噴火の活動間隔や破
局的噴火前後の噴火傾向等を調査。

・破局的噴火の予兆（大規模噴火が繰り返し発生
する等）が現在はないこと、破局的噴火の活動間
隔が数万～数十万年であることなどから、発電所
の運用期間中に破局的噴火が発生する可能性は
極めて低い。

〇更なる発電所の安全の向上に資するため、火山活動
のモニタリングを実施。
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霧島山

米丸・住吉池

桜島

池田

鬼界

口永良部島

福江火山群

阿蘇山

検討対象火山〈第四紀火山〉の位置図

若尊カルデラ

川内原子力発電所

開聞岳

活火山以外
の第四紀火山

活火山：第四紀火山のうち、約1万年前以降 に活動した火山

活火山

凡例

カルデラ

※１ 第四紀火山：約２５８万年前以降に活動した火山

※２ カルデラ：破局的噴火を発生させた火山が陥没地形として
残ったもの(阿蘇、加久藤、姶良、阿多等)

補足資料３（火山）




